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平
成
19
年
第
４
回
定
例
会
は
12
月
11
日
開
会
し
、
17
日
ま
で
行
わ
れ
た
。

　

町
長
が
提
出
し
た
議
案
は
再
議
に
付
す
る
議
案
等
９
件
、
条
例
改
正
等
に
関
す
る
14
件
、
補
正
予
算
４
件
、
人
事
案
３
件

が
あ
り
、
慎
重
審
議
に
お
い
て
全
議
案
可
決
さ
れ
た
。

　

一
般
質
問
に
は
５
人
が
町
政
の
考
え
方
な
ど
質
問
し
た
。

平成19年　第４回定例会

改革・改善に向かって
条例の一部改正等14件

議
案
第
41
号　

荒
尾
市
と
の
学
校
給
食
事
務
委
託

に
関
す
る
規
約
の
制
定
に
つ
い
て

賛
成
多
数
原
案
可
決

〈
主
な
質
疑
〉

子
ど
も
た
ち
の
食
べ

物
に
つ
い
て
、
町
の

考
え
方
を
問
う
。

健
康
で
、
安
全
な
生

活
を
送
る
基
礎
と
な

る
も
の
。
義
務
教
育
の
中

で
食
育
の
徹
底
を
図
る
。

委
託
の
期
間
は
定
め

て
あ
る
の
か
。

期
間
の
定
め
は
特
に

な
い
。
目
処
と
し
て

は
、
10
年
位
と
考
え
て
い

る
。

財
政
状
況
が
よ
く
な

れ
ば
再
び
自
町
で
給

食
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

か
。

将
来
的
に
は
自
町
で

行
い
た
い
。

金
魚
の
館
の
閉
館
が

予
定
さ
れ
て
い
る

が
、
給
食
セ
ン
タ
ー
と
し

て
改
築
で
き
な
か
っ
た

か
。

館
の
屋
根
が
雨
も
り

し
て
い
て
、
修
理
費

も
発
生
す
る
が
、
そ
れ
も

選
択
肢
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。

（
内
容
）
長
洲
町
の
小
中
学
校
の
学
校
給
食
に
関
す
る
事

務
を
荒
尾
市
に
委
託
す
る
こ
と
に
つ
い
て

問答問答問

問答

　

こ
の
議
案
は
、
長
洲
町

の
小
・
中
学
校
の
給
食
を

荒
尾
市
に
委
託
す
る
内
容

で
あ
り
問
題
が
あ
る
。
ま

ず
、
学
校
給
食
委
託
に
つ

い
て
は
子
ど
も
た
ち
、
教

職
員
、
保
護
者
の
理
解
が

必
要
。
そ
れ
に
学
校
給
食

を
担
う
納
入
業
者
の
理
解

と
同
意
が
前
提
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
日
ま
で
納
入

業
者
の
理
解
と
同
意
が
得

ら
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と

話
し
合
い
を
行
う
べ
き

だ
。
ま
た
、
給
食
セ
ン
タ

ー
は
、
災
害
時
に
は
食
糧

支
援
の
中
心
に
な
る
場
所

で
あ
る
。
災
害
時
に
大
変

な
こ
と
に
な
る
。
今
回
の

提
案
は
財
政
問
題
で
学
校

給
食
を
荒
尾
市
に
委
託
す

る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な

い
こ
と
を
申
し
上
げ
、
反

対
討
論
を
終
わ
る
。

川
本　

幸
昭 

議
員

反
対
討
論

　

長
洲
町
の
将
来
を
担
う

児
童
生
徒
に
と
っ
て
、
安

心
、
安
全
な
食
の
提
供
を

図
り
、
日
々
成
長
す
る
児

童
生
徒
の
貴
重
な
、食
育
、

体
力
育
成
に
関
し
て
の
早

急
な
対
策
は
、
期
を
待
て

な
い
状
況
に
あ
り
、
貴
重

な
子
ど
も
た
ち
の
食
育
に

関
し
て
は
、
長
洲
町
に
お

い
て
対
応
す
べ
き
こ
と
は

重
々
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
今
の
長
洲
町
の
現

状
に
お
い
て
は
、
委
託
に

よ
る
学
校
給
食
も
、
や
む

を
え
な
い
状
況
に
あ
る
と

推
察
さ
れ
る
。
か
か
る
状

況
下
に
お
い
て
、
今
回
の

長
洲
町
と
荒
尾
市
と
の
間

の
学
校
給
食
に
か
か
る
事

務
の
委
託
に
関
す
る
規
定

の
制
定
に
つ
い
て
は
賛
成

を
表
明
す
る
も
の
で
あ

る
。

徳
永　

範
昭 

議
員

賛
成
討
論

答

問答

料 金 改 定 表

区分 手数料の名称 手数料の額

印　

鑑

印鑑に関する証明手数料 １枚につき 350円

印鑑登録証の交付手数料 １枚につき 300円

　ただし、２回目以降 500円

長洲町町民カード交付手数料 １枚につき 300円

　ただし、２回目以降 500円

住
民
基
本
台
帳

登録原票記載事項証明書交付手
数料

１枚につき 300円

身元及び身分に関する証明手数
料

１枚につき 300円

住民票の写しの交付手数料 １件につき 300円

住民票の写しの広域交付手数料 １通につき 300円

住民基本台帳カード交付手数料 １枚につき 500円

住民基本台帳の閲覧手数料 １件につき 300円

住民票の記載事項証明書交付手
数料

１枚につき 300円

戸籍附票の写しの手数料（１戸籍
につき）

１通につき 300円

税

租税公課に関する証明書交付手
数料

１枚につき 300円

土地、家屋及び資産に関する証明
書交付手数料

１枚につき 300円

区分 手数料の名称 手数料の額

税

所得に関する証明書交付手数料
（ただし、１年度につき１件とす
る。）

１件につき 300円

納税に関する証明書交付手数料
（ただし、１年度につき１件とす
る。）

１件につき 300円

営業に関する証明書交付手数料 １件につき 300円

固定資産課税台帳記載事項証明
書交付手数料

１枚につき 300円

固定資産課税台帳の閲覧 １件につき 300円

図面（地積図）の写しの交付 １枚につき 300円

住宅用家屋証明申請手数料 １件につき 1,300円

そ
の
他

農地法による申請書受理証明書
交付手数料

１枚につき 300円

土地の境界確認証明書交付手数
料

１件につき 300円

公文書、公簿、図面等の謄抄本交
付手数料

１件につき 300円

その他の各種証明書交付手数料 １件につき 300円

（
内
容
）
人
事
院
勧
告
に

準
じ
た
職
員
給
与
の
適
正

化
を
図
る
た
め
の
改
正
。

議
案
第
52
号

長
洲
町
公
民
館
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

全
員
賛
成
原
案
可
決

（
内
容
）
腹
赤
校
区
公
民

館
の
所
在
地
の
改
正
。

議
案
第
53
号

長
洲
町
健
康
福
祉
セ
ン
タ

ー
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

賛
成
多
数
原
案
可
決

（
内
容
）
休
館
日
を
毎
週

水
曜
日
に
改
正
。

〈
主
な
質
疑
〉

レ
ジ
オ
ネ
ラ
菌
の
発

生
原
因
は
何
か
。

維
持
管
理
、
清
掃
が

徹
底
し
て
い
な
か
っ

た
事
も
原
因
。

議
案
第
54
号

長
洲
町
重
度
心
身
障
害
者

医
療
費
助
成
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

全
員
賛
成
原
案
可
決

（
内
容
）
助
成
を
受
け
る

受
給
資
格
者
の
要
件
を
改

正
。

問答

問答

議
案
第
46
号

長
洲
町
消
防
団
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

賛
成
多
数
原
案
可
決

（
内
容
）
消
防
団
の
定
員

５
０
２
人
を
４
６
０
人
に

減
ら
す
。

〈
主
な
質
疑
〉

団
員
が
減
る
こ
と
は

災
害
時
、
防
災
対
策

の
う
え
か
ら
は
ど
う
対
応

す
る
か
。

各
消
防
団
が
連
携
し

て
対
応
し
て
い
る
。

経
費
削
減
が
目
的
で

の
定
数
減
の
よ
う
だ

が
。

消
防
庁
の
消
防
力
整

備
指
針
に
よ
る
と
長

洲
町
の
団
員
は
４
０
５
人

と
な
っ
て
い
る
。

議
案
第
47
号

長
洲
町
税
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

全
員
賛
成
原
案
可
決

（
内
容
）
法
人
町
民
税
の

税
率
を
引
き
上
げ
る
改
正

〈
主
な
質
疑
〉

他
に
税
目
は
あ
る
の

に
な
ぜ
、
法
人
町
民

税
率
だ
け
改
正
す
る
の
か
。

法
人
町
民
税
は
行
政

サ
ー
ビ
ス
経
費
を
負

担
し
て
も
ら
う
た
め
の
税
金

問答

で
全
国
的
に
今
回
改
正
す
る

税
率
を
適
用
し
て
い
る
。

議
案
第
48
号

長
洲
町
手
数
料
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

賛
成
多
数
原
案
可
決

（
内
容
）
住
民
票
、
印
鑑
、

税
な
ど
の
証
明
手
数
料
を

増
額
す
る
改
正
。（
別
表
１
）

議
案
第
49
号

長
洲
町
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て

賛
成
多
数
原
案
可
決

（
内
容
）
国
民
健
康
保
険

税
を
老
齢
等
年
金
給
付
を

受
け
て
い
る
65
才
以
上
75

才
未
満
の
者
は
年
金
か
ら

徴
収
す
る
こ
と
に
改
正
。

議
案
第
50
号

長
洲
町
職
員
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

全
員
賛
成
原
案
可
決

（
内
容
）
育
児
と
仕
事
の

両
立
が
可
能
と
な
る
よ
う

に
改
正

議
案
第
51
号

長
洲
町
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

全
員
賛
成
原
案
可
決

議
案
第
42
号

長
洲
町
駐
車
場
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

賛
成
多
数
原
案
可
決

（
内
容
）
長
洲
町
が
設
置

す
る
駐
車
場
に
関
し
て
使

用
料
等
を
定
め
る
。

議
案
第
43
号

公
の
施
設
に
係
る
指
定
管

理
者
の
指
定
手
続
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

賛
成
多
数
原
案
可
決

（
内
容
）
指
定
す
る
に
あ

た
っ
て
の
指
定
手
続
き
の

改
正

議
案
第
44
号

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て

賛
成
多
数
原
案
可
決

（
内
容
）
長
洲
町
駐
車
場

の
管
理
を
す
る
者
を
ア
マ

ノ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
サ
ー

ビ
ス
㈱
と
指
定
す
る

議
案
第
45
号

長
洲
町
行
政
手
続
法
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

全
員
賛
成
原
案
可
決

（
内
容
）
公
の
施
設
の
管

理
に
関
し
手
続
の
公
正
性

の
確
保
、
適
正
な
管
理
と

運
営
を
図
る
た
め

（別表１）

平成20年４月１日より施行
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平成19年度一般会計補正予算
5,534万円を追加し

歳入歳出をそれぞれ55億7,345万円に

一

般

会

計

補

正

予

算

賛
成
多
数
原
案
可
決

（
主
な
内
容
）

◎
歳
入

◦
町
税

３
０
０
０
万
円
増

◦
国
庫
支
出
金

１
２
７
０
万
円
増

◦
県
支
出
金

１
２
６
４
万
円
増

◎
歳
出

◦
議
会
費

２
０
４
万
円
減

◦
総
務
費２

３
９
４
万
円
減

◦
民
生
費１

８
８
８
万
円
増

◦
衛
生
費

８
２
７
万
円
減

◦
農
林
水
産
業
費

１
８
５
万
円
減

◦
予
備
費２

３
５
２
万
円
増

〈
主
な
質
疑
〉

松
く
い
虫
で
枯
れ
た

松
の
処
分
費
用
が
１

本
当
た
り
８
万
円
の
根
拠

は
。

前
年
度
の
処
分
費
は

10
万
円
程
度
。
今
年

度
に
見
積
を
取
っ
た
分
が

長
洲
町
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算

賛
成
多
数
原
案
可
決

（
主
な
内
容
）

◎
歳
入

◦
繰
入
金１

６
２
万
円
追
加

◎
歳
出

◦
総
務
管
理
費

１
６
２
万
円
追
加

長
洲
町
公
共
下
水
道

特
別
会
計
補
正
予
算

賛
成
多
数
原
案
可
決

（
主
な
内
容
）

◎
歳
入

◦
町
債

３
億
８
８
５
１
万
円
増

◎
歳
出

◦
公
債
費

３
億
８
９
７
９
万
円
増

問答問答問

答

〈
主
な
質
疑
〉

起
債
借
換
債
の
借
入

年
度
及
び
利
率
の
内

容
は
。借

入
年
度
は
56
年
度

以
降
分
で
あ
る
。

　

利
率
は
５
％
以
上
６
％

未
満
７
億
２
６
０
１
万

円
、
６
％
以
上
７
％
未
満

５
億
６
３
０
６
万
円
、
７

％
以
上
２
億
８
１
０
４
万

円
、
合
計
15
億
７
１
１
１

万
円
に
な
る
。

借
換
え
し
た
後
の
財

政
的
な
効
果
額
は
。

問答

定例会の冒頭に　再　議
（９月定例会で失職していた元議員が出席して議決した議案の再議決）

再
議
と
は

　

議
会
の
議
決
が
不
当
な
も
の
で
あ
る
と
か
、
違

法
な
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の

案
件
は
、
も
う
一
度
議
会
の
会
議
に
付
し
て
、
議

会
の
意
思
を
再
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

今
回
の
再
議
は
、
失
職
し
た
議
員
が
出
席
し
た

９
月
25
日
の
議
会
の
議
決
が
違
法
と
認
め
ら
れ
た

た
め
再
議
に
付
さ
れ
た
も
の
で
す
。

再
議
に
至
る

ま
で
の
経
過

○
10
月
１
日
、
町
長
か
ら
選

挙
管
理
委
員
会
委
員
長
に

議
員
失
職
の
通
知
。

○
10
月
５
日
、
議
員
全
員
協

議
会
開
催
、
総
務
課
長
か

ら
経
緯
説
明
、
協
議
継
続

○
10
月
22
日
、
議
員
全
員
協

議
会
開
催
、「
再
議
す
べ
き
」

と
決
定
し
、
町
長
に
申
し

入
れ
を
行
う
。

○
11
月
９
日
、
議
員
全
員
協

議
会
開
催
、
町
長
か
ら
説

明
、
再
議
の
日
時
決
ま
ら

ず
。

○
12
月
11
日
、
第
４
回
定
例

会
初
日
に
再
議
。

《
実
例
》（
昭
和
24
年
、
諫
早
市
議
会
）

失
職
議
員
の
加
わ
っ
て

な
さ
れ
た
議
決
の
効
力

　

裁
判
の
確
定
日
以
後
に
当
該
議
員
の
出
席
し
た
議
会

の
行
為
は
す
べ
て
違
法
で
あ
る
が
、
地
方
自
治
法
第

１
７
６
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
議
決
の
違
法
性

が
矯
正
さ
れ
る
ま
で
、
先
決
事
件
と
し
て
当
該
議
決
の

無
効
が
決
定
さ
れ
る
ま
で
、
一
応
有
効
に
存
続
す
る
。

地
方
自
治
法

１
７
６
条
第
４
項
と
は

　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
又
は
選
挙
が
そ

の
権
限
を
超
え
又
は
法
令
若
し
く
は
会
議
規
則
に
違
反

す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の

長
は
、
理
由
を
示
し
て
こ
れ
を
再
議
に
付
し
又
は
再
選

挙
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
洲
町
議
会
議
員

政
治
倫
理
条
例　

 

（
抜
粋
）　

　
（
議
員
の
責
務
）

第
二
条　

議
員
は
、
町
民
の
信
頼
に
値
す
る
倫
理
性
を

自
覚
す
る
と
共
に
、
町
民
に
対
し
自
ら
す
す
ん
で
そ
の

高
潔
性
を
実
証
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

議
員
は
、
常
に
町
民
全
体
の
利
益
を
擁
護
し
、
い

や
し
く
も
特
定
の
個
人
、
団
体
の
利
益
を
求
め
て
、
公

共
の
利
益
を
損
な
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。

３　

議
員
は
、
刑
法
上
の
贈
収
賄
罪
に
該
当
す
る
否
か

を
問
わ
ず
、
そ
の
職
務
の
公
正
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な

金
品
の
授
受
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

予
算
の
審
議
の
前

に
、
再
議
が
遅
れ
た

こ
と
に
つ
い
て
伺
う
。

　

町
長
は
、
失
職
し
た
議

員
の
出
席
し
た
議
会
の
議

決
は
違
法
と
判
明
し
た
あ

と
も
、
再
議
の
た
め
の
議

会
を
開
催
し
て
こ
な
か
っ

た
か
。

　

違
法
と
分
か
れ
ば
直
ち

に
再
議
す
べ
き
で
あ
る
。

今
日
ま
で
再
議
が
遅

れ
た
の
は
、
失
職
し

た
議
員
の
出
席
し
た
議
会

の
議
決
は
再
議
に
付
す
ま

で
は
有
効
と
い
う
地
方
自

治
法
第
１
７
６
条
第
４
項

の
規
定
に
よ
り
行
政
を
執

行
し
て
き
た
。
早
め
の
再

議
に
つ
い
て
は
、
日
程
や

環
境
が
整
っ
て
こ
な
か
っ

た
た
め
臨
時
議
会
の
開
催

が
出
来
な
か
っ
た
。

　

お
詫
び
申
し
上
げ
ま

す
。 問答

○
平
成
19
年
度

　

一
般
会
計
補
正
予
算

賛
成
多
数
原
案
可
決

○
国
民
健
康
保
険

　

特
別
会
計
補
正
予
算

○
老
人
保
健
特
別
会
計

　

補
正
予
算

○
介
護
保
険
特
別
会
計

　

補
正
予
算

○
下
水
道
特
別
会
計

　

補
正
予
算

○
浄
化
槽
整
備
事
業

　

特
別
会
計
補
正
予
算

以
上
全
員
賛
成
可
決

人
事
案
件

○
教
育
委
員
会
委
員
の
選

　

任
に
つ
い
て

西
島　

充
子
氏

○
監
査
委
員
の
選
任
に
つ

　

い
て

福
永　

栄
助
氏

以
上
２
件
選
任
同
意

再
議
の
議
案

主

な

質

疑

借
換
債
が
１
０
０
％

実
施
さ
れ
た
場
合
は

平
成
20
年
か
ら
22
年
ま
で

の
３
年
間
で
元
金
と
利
子

で
５
７
４
７
万
円
の
減
額

に
な
る
。

借
換
債
３
年
間
の
内

訳
は
。

平
成
19
年
度
10
件
で

５
億
６
１
７
４
万

円
、
20
年
度
４
件
で
４
億

５
７
５
９
万
円
、
21
年
度

４
件
で
４
億
４
９
９
３
万

円
に
な
っ
て
い
る
。

６
万
円
だ
っ
た
。
そ
こ
で

中
間
で
あ
る
８
万
円
と
設

定
し
た
。

何
社
か
ら
見
積
を
取

っ
た
か
。

１
社
か
ら
。

処
分
は
ど
の
よ
う
に

す
る
の
か
。

伐
採
し
て
焼
却
処
分

す
る
。

焼
却
処
分
す
れ
ば
そ

れ
っ
き
り
で
あ
る
。

焼
却
処
分
費
用
で
あ
る
３

６
０
万
円
の
効
果
が
後
々

に
出
る
よ
う
な
処
分
方
法

は
な
い
か
。

枯
れ
て
な
い
松
の
幹

に
薬
剤
を
注
入
し
て

松
く
い
虫
を
予
防
す
る
方

法
が
あ
る
の
で
検
討
し
た

い
。

漁
業
組
合
の
事
務
所

建
設
費
の
補
助
金
と

し
て
建
設
費
の
１
／
３
が

予
算
に
計
上
し
て
あ
る

が
、
根
拠
は
何
か
。

産
業
振
興
補
助
金
交

付
要
綱
に
基
づ
く
も

の
。

予
備
費
が
６
０
０
０

万
円
近
く
あ
る
。
こ

れ
を
原
油
高
騰
の
現
在
、

問答

問答問答

地
場
産
業
、
農
業
、
漁
業

等
、
生
活
の
苦
し
い
人
の

支
援
策
と
し
て
考
え
ら
れ

な
い
か
。

考
え
な
い
。

問

問答 答

漁業事務所建設が予定されている埋立地
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一般質問一般質問 町政を う問町政 問町政 問
川本　幸昭
議員

•議員失職と再議について

•内部通報制度について

•福祉・医療の充実について

•雇用対策について

市原　一廣
議員

•学校給食問題全般について

浦邊　朝章
議員

•行財政改革の推移と今後の見通

　しについて

•給食センター廃止について
池上　滿則
議員

•住民税申告受付業務について

•家庭用火災報知器の設置につい

　て

•企業誘致について

宮本哲太郎
議員

•生活保護について

•地方再生戦略について

•子育て支援について

行
財
政
改
革
の
推
移
と

今
後
の
見
通
し

に
つ
い
て

浦
邊　

朝
章 

議
員

４
月
の
県
議
選
に
お

け
る
、
公
職
選
挙
法

違
反
、
議
員
失
職
に
つ
い

て
町
長
は
、
な
ん
ら
見
解

を
示
し
て
い
な
い
。
町
長

は
こ
の
候
補
者
の
後
援
会

長
と
し
て
責
務
を
負
っ
て

た
は
ず
。
選
挙
後
い
ろ
い

ろ
な
動
き
に
つ
い
て
９
月

22
日
の
失
職
ま
で
本
当
に

知
ら
な
か
っ
た
の
か
。
後

援
会
長
と
し
て
の
責
務

は
、
包
み
隠
さ
ず
答
弁
を
。

　

議
員
失
職
に
つ
い
て
、

裁
判
所
か
ら
10
月
１
日
以

前
に
文
書
が
到
着
し
て
い

る
。
通
知
の
遅
れ
の
原
因

は
。

今
回
の
事
件
は
、
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
で
、誠
に
残
念
に
思
う
。

　

住
民
の
皆
様
か
ら
失
っ

た
行
政
、
議
会
の
信
頼
回

復
に
向
け
意
を
新
た
に
し

て
い
る
。
個
人
の
選
挙
活

動
に
つ
い
て
は
、
私
は
関

与
し
て
い
な
い
し
、
裁
判

の
結
果
に
つ
い
て
も
知
ら

な
か
っ
た
。

　

熊
本
地
方
検
察
庁
か
ら

町
長
宛
に
文
書
が
来
た
の

が
９
月
26
日
、
担
当
課
で

書
類
を
作
成
し
て
選
管
に

送
付
し
た
の
が
10
月
１
日

だ
っ
た
。
今
後
は
手
続
を

迅
速
に
し
た
い
。

〈
福
祉
・
医
療
の
充
実

に
つ
い
て
〉

子
育
て
支
援
、
少
子

化
対
策
の
た
め
に

も
、
妊
婦
検
診
の
無
料
化

の
充
実
は
全
国
的
課
題
に

な
っ
て
い
る
。
長
洲
町
も

無
料
化
の
充
実
を
。

　

乳
幼
児
医
療
費
は
申
請

主
義
か
ら
、
ぜ
ひ
現
物
給

付
の
実
現
を
。

現
在
２
回
の
検
診
を

無
料
化
し
て
い
る
。

厚
労
省
も
最
低
５
回
の
無

料
化
を
要
望
し
て
い
る
が

町
と
し
て
は
財
政
難
の
た

め
、
南
関
町
等
の
よ
う
に

一
部
補
助
に
つ
い
て
担
当

課
で
検
討
し
て
い
る
。

　

乳
幼
児
医
療
費
に
つ
い

て
は
、
今
後
部
分
的
に
も

現
物
給
付
が
可
能
と
な
る

よ
う
、
関
係
機
関
と
協
議

し
た
い
。

問

連
結
実
質
赤
字
比
率

の
指
標
公
表
に
つ
い

て
伺
う
。
ま
た
緊
急
行
動

計
画
の
進
捗
状
況
は
。
20

年
度
の
計
画
に
つ
い
て
見

通
し
は
あ
る
か
。

12
月
７
日
に
国
が
示

し
た
指
標
は
、
連
結

実
質
赤
字
比
率
に
つ
い
て

は
、
早
期
健
全
化
基
準
が

16
・
25
％
〜
20
％
、
財
政

再
生
基
準
が
30
％
と
な
っ

た
。
た
だ
し
、
３
年
間
の

経
過
措
置
が
あ
り
、
20
年

度
と
21
年
度
40
％
、
22
年

度
35
％
と
な
る
。

　

地
方
財
政
健
全
化
法
の

制
定
に
伴
う
再
生
団
体
の

回
避
と
下
水
道
特
別
会
計

の
20
億
円
の
赤
字
の
早
期

解
消
を
目
指
し
て
計
画
、

策
定
を
行
っ
て
い
く
。

現
在
の
連
結
赤
字
比

率
が
34
％
程
度
、
実

質
公
債
比
率
は
25
・
７
％
、

こ
れ
は
双
方
と
も
イ
エ
ロ

ー
カ
ー
ド
だ
と
解
釈
し
て

よ
い
か
。

ど
ち
ら
も
早
期
健
全

化
基
準
（
イ
エ
ロ
ー

カ
ー
ド
）
に
該
当
す
る
。

〈
給
食
セ
ン
タ
ー
廃
止

に
つ
い
て
〉

食
材
納
入
業
者
へ
の

事
前
の
説
明
は
あ
っ

た
か
。
ま
た
業
者
の
方
の

理
解
は
得
ら
れ
て
い
る
か
。

納
入
業
者
の
方
に
は

11
月
30
日
と
12
月
８

問 答

日
に
説
明
会
を
行
っ
た
。

説
明
会
に
お
い
て
２
、３

名
の
方
か
ら
ご
意
見
を
頂

い
た
が
、
特
段
ご
理
解
で

き
な
い
と
い
う
意
見
で
は

な
か
っ
た
。

こ
の
計
画
が
出
来
て

１
年
近
く
な
る
が
、

も
っ
と
早
い
時
期
に
情
報

を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
か
。

こ
の
委
託
事
業
に
関

し
て
は
、
保
護
者
、

学
校
関
係
、
荒
尾
市
、
県

と
協
議
を
重
ね
、
内
容
が

明
確
に
な
っ
て
か
ら
説
明

会
を
開
い
た
方
が
よ
い
と

判
断
し
た
。

業
者
の
方
へ
の
十
分

な
配
慮
を
求
め
る
。

業
者
の
皆
さ
ん
に
は

マ
イ
ナ
ス
要
因
は
少

な
い
。
プ
ラ
ス
要
因
も
発

生
す
る
と
考
え
る
。

政
府
の
地
域
活
性
化

統
合
本
部
は
、「
来

年
度
か
ら
地
方
の
元
気
再

生
事
業
を
創
設
す
る
」
と

あ
り
、
地
方
自
治
体
は
、

こ
れ
で
ど
う
変
わ
る
の
か
。

政
府
は
、
11
月
30
日

に
都
市
と
地
方
の
格

差
是
正
に
向
け
た
地
方
再

生
戦
略
を
決
定
し
た
。
各

自
治
体
の
総
意
に
基
づ
く

雇
用
や
、
地
域
再
生
の
た

め
の
事
業
を
国
が
一
定
支

援
す
る
も
の
で
、
事
業
は

地
方
対
策
と
し
て
、
一
つ

に
、
企
業
立
地
、
中
小
企

業
振
興
。
二
つ
に
、
生
活

者
に
と
っ
て
暮
ら
し
や
す

い
ま
ち
づ
く
り
。三
つ
に
、

維
持
可
能
な
都
市
の
活
性

化
と
成
長
。
四
つ
に
、
多

様
な
主
体
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
の
推
進
と
地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
。
ま
た

農
山
村
漁
村
対
策
と
し

て
、
一
つ
に
、
地
域
の
基

盤
と
な
る
農
林
水
産
業
の

再
生
。
二
つ
に
、
医
療
、

生
活
、
交
通
と
生
活
者
の

暮
ら
し
の
確
保
。三
つ
に
、

地
域
の
維
持
可
能
な
発
展

を
支
え
る
循
環
交
流
連

携
。
四
つ
に
、
そ
の
他
と

し
て
、
新
た
な
担
い
手
及

び
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

再
生
と
な
っ
て
お
り
、
基

礎
的
条
件
の

厳
し
い
集
落

対
策
と
し

て
、一
つ
に
、

生
活
者
の
暮

ら
し
の
維
持

確
保
。
二
つ

に
、
担
い
手

に
よ
る
地
域

の
産
業
の
再

生
。三
つ
に
、

域
外
と
の
交

問答

流
の
維
持
促
進
。四
つ
に
、

そ
の
他
廃
校
等
の
有
効
活

用
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

維
持
再
生
等
。
五
つ
に
、

離
島
地
域
の
再
生
等
を
20

年
度
か
ら
約
50
ヶ
所
で
実

施
し
、
３
年
間
で
成
果
を

上
げ
る
こ
と
を
目
指
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
な
事
業
を
効
果

的
に
進
め
る
た
め
、
全
国

を
８
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
、

そ
れ
に
参
事
官
を
配
置
し
、

事
業
の
立
案
か
ら
実
施
ま

で
支
援
を
行
い
各
都
道
府

県
に
１
か
ら
２
ヶ
所
選
ぶ

と
な
っ
て
い
る
。
現
時
点

で
細
か
な
内
容
が
示
さ
れ

て
い
な
い
。
町
と
し
て
、

有
効
な
施
策
を
見
極
め
な

が
ら
対
応
し
て
い
く
。

答

問答

地
方
再
生
戦
略
に 　

つ
い
て

宮
本 

哲
太
郎 

議
員

答

答

問

問

町近郊の産婦人科医院

議
員
失
職
と　
　
　

再
議
に
つ
い
て

川
本　

幸
昭 

議
員

問答

答 問

元気再生を待つ長洲町
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警
報
器
設
置
予
算
は

３
月
議
会
で
議
決
し

て
い
る
の
に
12
月
に
な
っ

て
も
設
置
さ
れ
て
い
な

い
。
何
故
か
。
住
民
の
生

命
と
財
産
を
火
災
か
ら
守

る
た
め
に
設
置
す
る
も
の

で
あ
る
。
全
く
危
機
管
理

意
識
が
な
い
。
い
つ
設
置

す
る
の
か
。

事
務
が
遅
れ
て
申
し

訳
な
い
。
年
明
け
て

か
ら
設
置
し
た
い
。

ど
の
よ
う
な
警
報
器

を
設
置
す
る
の
か
。

天
井
及
び
壁
に
設
置

す
る
も
の
で
、
電
源

は
リ
チ
ウ
ム
電
池
式
、
煙

を
感
知
し
て
作
動
し
音
声

と
電
光
表
示
で
知
ら
せ
る

品
物
を
検
討
し
て
い
る
。

設
置
は
受
託
業
者
が
す

る
。

住
民
の
方
が
警
報
器

を
購
入
す
る
場
合
、

信
頼
し
安
心
し
て
買
え
る

警
報
器
と
し
て
は
何
を
も

っ
て
判
断
し
た
ら
よ
い
か
。

Ｎ
Ｓ
マ
ー
ク
と
言
っ

て
警
報
器
に
日
本
消

防
検
定
の
Ｎ
Ｓ
と
英
字
が

表
示
し
て
あ
る
。

　〈
企
業
誘
致
に
つ
い
て

の
考
え
は
〉

最
近
、
近
隣
市
町
に

相
次
い
で
企
業
が
進

出
し
、
地
元
か
ら
の
雇
用
が

確
保
さ
れ
喜
ば
し
い
話
題

と
な
っ
て
い
る
。
企
業
誘

致
は
町
の
活
性
化
、
町
財
政

へ
の
貢
献
か
ら
し
て
も
重

要
な
施
策
と
思
う
。
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

県
有
地
で
あ
り
、
県
、

関
係
機
関
と
連
携
を

図
り
誘
致
活
動
を
し
た
い
。

そ
の
答
弁
は
た
だ
通

り
一
遍
で
中
身
が
な

い
。
現
在
の
世
相
か
ら
し

て
ど
ん
な
企
業
が
名
石
浜

に
適
し
て
い
る
か
調
査
し

誘
致
活
動
し
て
も
ら
い
た

い
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、

ま
た
次
の
機
会
に
質
問
す

る
。

問

町
営
住
宅
へ
の

火
災
警
報
器
設
置
は

ど
う
な
っ
て
い
る
？

池
上　

滿
則 

議
員

40
年
間
続
い
て
き
た

学
校
給
食
を
荒
尾
市

に
委
託
す
る
と
い
う
こ
と

に
関
し
児
童
や
保
護
者
は

も
ち
ろ
ん
、
納
入
業
者
の

方
や
給
食
セ
ン
タ
ー
従
事

者
の
方
、
全
て
が
心
配
を

し
、
不
安
を
抱
き
、
悔
し

い
思
い
を
さ
れ
て
い
る
。

平
成
13
年
に
打
ち
出
さ
れ

た
長
洲
町
総
合
振
興
計
画

に
は
給
食
セ
ン
タ
ー
の
改

築
も
含
ま
れ
て
い
た
は

ず
。
財
政
が
招
い
た
こ
の

結
果
に
対
し
町
長
が
一
番

心
を
痛
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
保
育
園
の
統
廃
合

の
時
も
そ
う
だ
が
、
な
ぜ

説
明
会
に
自
ら
出
向
き

『
申
し
訳
な
い
』
と
述
べ

ら
れ
な
い
の
か
。

特
に
私
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
時
点
に
な

れ
ば
、
い
ろ
ん
な
方
と
説

明
会
を
行
う
こ
と
は
や
ぶ

さ
か
で
は
な
い
。
学
校
給

食
の
問
題
は
教
育
委
員
会

部
局
の
中
で
や
っ
て
い
く

の
が
最
善
と
考
え
る
。

次
に
学
校
給
食
の
委

託
に
も
大
き
な
影
響

が
予
想
さ
れ
る
給
食
費
の

滞
納
だ
が
、
そ
の
額
は
。

総
額
３
５
０
万
円
あ

り
、
平
成
19
年
度
は

こ
の
内
50
万
円
だ
。

現
在
ど
の
小
・
中
学

校
で
も
、
学
校
長
や

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
ま
た
役
員
の

方
々
が
努
力
さ
れ
て
い

る
。
教
育
長
や
教
育
委
員

会
が
本
腰
を
入
れ
て
も
っ

と
積
極
的
に
問
題
解
決
に

動
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

今
後
、
学
校
や
Ｐ
Ｔ

Ａ
と
一
緒
に
な
っ
て

未
納
対
策
に
取
り
組
み
た

い
。

ま
ず
現
年
度
の
未
納

を
０ゼロ
に
す
る
必
要
が

あ
る
。
今
、
小
学
校
６
年

生
ま
で
の
児
童
が
い
る
世

帯
（
高
額
所
得
者
以
外
）

が
受
給
し
て
い
る
児
童
手

当
か
ら
差
し
引
く
と
い
う

こ
と
は
可
能
か
。

児
童
手
当
法
で
「
受

給
権
の
保
護
」
は
あ

る
が
、
保
護
者
か
ら
の
申

し
出
や
了
解
が
あ
れ
ば
可

能
と
思
う
。

問

ど
う
な
る
？　
　

学
校
給
食
問
題

市
原　

一
廣 

議
員

答

問答問

問 答

答

答

問答問

人事案件

答

楽しい給食

問答

●日本における住宅火災警報器等の設置有無
　で見た住宅火災100件当りの死者数

（平成14年中）

取り付ければ
犠牲者が
激減!!

6.1人

1.8人
住宅用

火災警報器等
無し

住宅用
火災警報器等
有り

（出典：消防審議会答申
（平成15年12月24日））

議会の正・副委員長が決定しました。

◎
総
務
保
健
福
祉
常
任
委
員
会

委
員
長 　

宮　

本　

哲
太
郎

副
委
員
長 　

浦　

邊　

朝　

章

◎
建
設
経
済
文
教
常
任
委
員
会

委
員
長 　

杉　

本　

勝　

彦

副
委
員
長 　

川　

本　

幸　

昭

◎
議
会
運
営
委
員
会

委
員
長 　

徳　

永　

範　

昭

副
委
員
長 　

宮　

本　

哲
太
郎

◎
政
治
倫
理
審
査
会

委
員
長 　

川　

本　

幸　

昭

副
委
員
長 　

樋　

口　

エ
ミ
子

◎
議
会
広
報
調
査
特
別
委
員
会

委
員
長 　

浦　

邊　

朝　

章

副
委
員
長 　

樋　

口　

エ
ミ
子

長
洲
町
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

及
び
補
充
員

　
（
委　

員
）

　

鹿　

本　

隆　

彦 

氏
（
長
洲
校
区
）

　

濱　

﨑　

周　

一 

氏
（
清
里
校
区
）

　

大　

川　

英　

明 

氏
（
六
栄
校
区
）

　

町　

井　

道　

生 

氏
（
腹
赤
校
区
）

　
（
補
充
員
）

　

玉
ノ
木　

龍　

兒 

氏
（
長
洲
校
区
）

　

濱　

北　

圭　

右 

氏
（
清
里
校
区
）

　

宮　

田　

福　

一 

氏
（
六
栄
校
区
）

　

荒　

木　

和　

明 

氏
（
腹
赤
校
区
）

☆
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を

　

求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
　

人
権
擁
護
委
員
、
濱
﨑
周
一
委
員
の
任
期
満
了
に

　

つ
き
後
任
委
員
を
同
意
し
た
。

再
任　
　

濱
﨑　

周
一 
氏
（
清
里
校
区
）

☆
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
の
委
員
の

　

選
定
に
つ
い
て

　
　

入
口
清
子
委
員
の
任
期
満
了
に
つ
き
、
新
委
員
の

　

選
任
に
つ
い
て
同
意
し
た
。

新
任　
　

濵
田
み
つ
る 

氏
（
長
洲
校
区
）

□
長
洲
町
議
会
五
十
年
史
販
売
の
お
知
ら
せ

　

長
洲
町
の
合
併
五
十
周
年
記
念
と
し
て
「
長
洲
町

議
会
五
十
年
史
」
を
発
刊
し
ま
し
た
。

　

昭
和
三
十
二
年
十
月
に
合
併
し
、
今
日
の
長
洲
町

の
発
展
に
議
会
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
き
た
か
。

　

一
度
手
に
と
っ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

価
格　

三
、
〇
〇
〇
円（
税
込
）

　

お
問
い
合
せ
等
は　

議
会
事
務
局
ま
で

新
し
い
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
補
充
員
が

選
任
さ
れ
ま
し
た
。

（
任
期
は
12
月
23
日
か
ら
４
年
間
）

問



10潮さい（Ｈ20.2.15  No.92）11 潮さい（Ｈ20.2.15  No.92）

意見書提出

国会及び政府に意見書提出３件

意見書提出

割
賦
販
売
の
抜
本
的
改
正
に
関
す
る

意
見
書

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
悪
質
商
法
被
害
の
防
止
と
消
費
者
の
被
害

回
復
、
さ
ら
に
は
、
消
費
者
に
と
っ
て
安
心
・
安
全
な
ク

レ
ジ
ッ
ト
社
会
を
築
く
た
め
、
議
会
は
国
へ
、
割
賦
販
売

法
改
正
を
要
請
す
る
。

１
．
ク
レ
ジ
ッ
ト
事
業
者
の
既
払
金
返
還
責
任
（
無
過
失

共
同
責
任
）

２
．
ク
レ
ジ
ッ
ト
事
業
者
の
不
適
正
与
信
防
止
義
務

３
．
過
剰
与
信
防
止
義
務

４
．
契
約
書
型
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
関
す
る
規
制
強
化

５
．
指
定
商
品
（
権
利
・
役
務
）
制
及
び
割
賦
要
件
の
廃

止

医
師
・
看
護
師
等
の
大
幅
な
増
員
を

求
め
る
意
見
書

　

熊
本
県
で
は
、
医
師
、
看
護
師
の
確
保
が
困
難
な
た
め
、

診
療
科
の
縮
小
や
病
棟
の
閉
鎖
、
ま
た
病
院
自
体
を
閉
院

す
る
ケ
ー
ス
が
生
ま
れ
て
お
り
、
県
内
の
地
域
医
療
が
崩

壊
し
て
し
ま
う
と
危
惧
さ
れ
る
。
よ
っ
て
医
療
現
場
で
の

大
幅
増
員
を
保
証
す
る
医
師
・
看
護
職
員
等
の
確
保
対
策

の
強
化
を
政
府
に
要
望
す
る
。

１
．
国
会
で
採
択
さ
れ
た
請
願
内
容
に
基
づ
き
、
看
護
師

等
を
大
幅
に
増
員
す
る
た
め
、
月
８
日
以
内
に
夜
勤
を

規
制
す
る
な
ど
「
看
護
職
員
確
保
法
」
を
改
正
す
る
こ

と
２
．
医
師
の
養
成
を
大
幅
に
増
や
し
、
勤
務
条
件
の
改
善

を
は
か
る
た
め
、
医
師
確
保
に
向
け
た
法
律
を
制
定
す

る
こ
と

３
．
社
会
保
障
費
の
削
減
を
や
め
医
師
・
看
護
師
等
の
大

幅
増
員
に
必
要
な
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と

反
対
討
論

　

ガ
ソ
リ
ン
な
ど
揮
発

油
税
、
５
兆
６
０
０
０

億
円
を
道
路
だ
け
に
使

用
す
る
こ
と
は
、
今
の

国
民
の
生
活
状
況
を
見

れ
ば
直
ち
に
中
止
し

て
、
福
祉
・
教
育
な
ど

家
計
を
支
援
す
る
予
算

に
回
す
べ
き
だ
。

　

今
後
10
年
間
56
兆
も

道
路
財
源
だ
け
に
予
定

し
て
い
る
こ
と
は
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

今
な
す
べ
き
こ
と
は
、

賛
成
討
論

　

道
路
整
備
は
地
方
経

済
・
社
会
活
動
を
支
え

る
最
も
基
礎
的
な
イ
ン

フ
ラ
で
あ
る
。

　

揮
発
油
税
等
の
道
路

特
定
財
源
、
そ
の
全
て

を
道
路
整
備
に
充
て
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

税
率
に
つ
い
て
も
平
成

15
年
度
税
制
改
正
で
暫

定
税
率
が
５
年
間
延
長

さ
れ
社
会
資
本
整
備
重

点
計
画
を
執
行
す
る
た

め
に
重
要
な
財
源
と
な 川

本　

幸
昭 

議
員

浦
邊　

朝
章 

議
員

こ
の
財
源
を
一
般
財
源

化
す
る
こ
と
、
ま
た
ガ

ソ
リ
ン
の
暫
定
税
率

（
通
常
の
価
格
に
25
円

を
上
乗
せ
し
て
い
る
税

率
）
を
直
ち
に
中
止
し

て
、
高
騰
し
て
い
る
ガ

ソ
リ
ン
の
価
格
の
引
下

げ
を
求
め
る
べ
き
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
こ
の
意

見
書
の
提
出
は
長
洲
町

民
の
願
い
に
反
し
て
い

る
こ
と
を
表
明
し
、
反

対
す
る
。

っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
昨
年
12
月
、

道
路
特
定
財
源
の
見
直

し
に
関
す
る
具
体
策
が

閣
議
決
定
さ
れ
、
道
路

財
源
の
大
幅
な
削
減
が

予
想
さ
れ
る
。

　

生
活
に
密
着
し
た
道

路
は
渋
滞
対
策
、
交
通

安
全
対
策
、
環
境
対
策

等
必
要
で
、
今
後
も
安

定
的
な
道
路
財
源
確
保

を
求
め
て
賛
成
す
る
。

道
路
整
備
の
促
進
及
び
道
路
財
源
の
確
保
に
関
す
る
意
見
書

　

道
路
は
、
国
民
生
活
や
経
済
・
社
会
活

動
を
支
え
る
最
も
根
幹
的
な
社
会
資
本
で

あ
り
、
そ
の
整
備
は
全
国
民
が
等
し
く
熱

望
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
本
町
で
は
、地
域
お
こ
し
の
た
め
の
各
種
振

興
策
を
積
極
的
に
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、公
共
交
通
機
関
の
乏
し
い
我
が
町
に
と
っ

て
は
、住
民
の
移
動
、ま
た
交
流
人
口
の
確
保

と
い
う
点
に
お
い
て
も
道
路
に
対
す
る
依
存
度

が
極
め
て
高
く
、救
急
医
療
、災
害
時
等
な
く

て
は
な
ら
な
い
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
で
も
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、
法
改
正

に
あ
た
り
、
か
か
る
地
方
の
実
情
を
十
分

理
解
さ
れ
今
後
と
も
着
実
に
道
路
整
備
の

推
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
強
く
要
望
す
る
。

１
．
受
益
者
負
担
と
い
う
道
路
特
定
財
源

制
度
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
な
く
、
必

要
な
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
。

２
．
地
域
間
格
差
へ
の
対
応
、
安
全
・
安

心
の
確
保
、
豊
か
な
生
活
環
境
の
創
造

等
の
観
点
か
ら
、
国
民
の
期
待
に
応
え

る
べ
く
、
道
路
整
備
を
計
画
的
か
つ
着

実
に
推
進
す
る
こ
と
。

３
．
高
速
自
動
車
国
道
に
つ
い
て
は
、
必

要
な
道
路
を
着
実
に
整
備
す
る
と
と
も

に
、
料
金
の
引
き
下
げ
な
ど
の
既
存
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
効
率
的
活
用
・
機
能
強

化
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
、
利
用
者
の

利
便
性
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

４
．
道
路
網
の
安
全
性
及
び
耐
久
性
が
確

保
さ
れ
る
よ
う
、
適
時
適
切
な
修
繕
等

に
よ
る
効
率
的
な
道
路
ス
ト
ッ
ク
管
理

を
行
う
こ
と
。



12潮さい（Ｈ20.2.15  No.92）
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皆さ
ん傍聴に来て下さい皆さ
ん傍聴に来て下さい皆さ
ん傍聴に来て下さい

次の定例会は

３ 月です

■問い合わせ先（議会事務局）
　電話　７８－３１１１　内線３２１番

手続きは住所・氏名・年令を書くだけです

議会のうごき

発
行

編
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 長
洲
町
議
会
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本
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洲
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大
字
長
洲
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議
会
だ
よ
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No.92
２
０
０
８
年
２
月
１
５
日
発
行

19.10.24 総務保健福祉常任委員会
建設経済文教常任委員会

19.10.31 熊本県町村議会議員研修会（熊本市）
19.11.９ 議員全員協議会
19.11.16 議会改革並びに行財政改革推進調査特別委

員会
19.11.19 地方自治法施行60周年記念式典（東京）
19.11.28 町村議会議長全国大会（東京）
19.12.２ 真の地方財政の確立を目指す総決起大会

（熊本市）
19.12.６ 議会運営委員会
19.12.７ 県議長会第４回理事会（熊本市）
19.12.11 第４回定例会（18日まで）
20.１.８ 広報調査特別委員会
20.１.11 総務保健福祉常任委員会

建設経済文教常任委員会
広報調査特別委員会

20.１.13 長洲町消防出初式（長洲小）
20.１.14 長洲町成人式（ながす未来館）

広報調査特別委員会
20.１.15 議会運営委員会

議会史編纂調査特別委員会
20.１.22 議員全員協議会、議会運営委員会
20.１.24 広報調査特別委員会
20.１.28 県議長会第５回理事会（熊本市）
20.１.30 玉名郡町村議会議長会（玉名市）
20.１.31 広報調査特別委員会

傍聴席から一言

（新山区）北野　幸代さん
　昨年11月30日「長洲町学校給
食センター業務委託について」
の説明会が納入業者を対象に初
めて開かれました。「噂」は耳に
していましたが、町から正式に
聞かされて失望しました。「子供
は町の宝」と先人達の教えを思
い40年も前に玉名郡内で最初に
完成したのに「なぜ」年度末で
なくなるの？行革の一端？財政
難のため？町民の皆さんの理解
は？そして私たち納入業者の行
末は？このような不安が頭の中
をよぎりました。
　議員さんは熱心に持ち時間一
杯質問されましたが、執行部の
答弁はあまりにも断片的で質問
者だけへの答弁にすぎず、議会
を見つめている私たち住民への
指針ではなかったように思われ
たのは残念でなりません。

広
報
調
査
特
別
委
員
会

〈
新
委
員
〉

委
員
長　

浦
邊　

朝
章

副
委
員
長　

樋
口
エ
ミ
子

宮
本
哲
太
郎

杉
本　

勝
彦

池
上　

滿
則

川
本　

幸
昭

ひ
と
言

　

92
号
よ
り
新
委
員
で
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

議
会
広
報
の
使
命
は
、

正
確
で
中
立
な
情
報
を
迅

速
に
提
供
す
る
こ
と
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
六
名
の
委
員

で
、
知
恵
を
出
し
合
い
な

が
ら
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

住
民
の
皆
様
に
わ
か
り

や
す
い
「
議
会
だ
よ
り
」

を
目
指
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

皆
様
の
ご
意
見
ご
感
想

を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

編集風景


